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【手続補正書】
【提出日】平成31年2月15日(2019.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着されている第１のアクセサリの情報と、該第１のアクセサリに装着されている第２
のアクセサリの情報とを、前記第１のアクセサリから受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信した情報に基づいて、前記第１のアクセサリと前記第２のアクセサ
リとから、制御ソフトウェアの更新対象のアクセサリを設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記更新対象のアクセサリに適用するための更新データ
を前記第１のアクセサリに送信する送信手段と、を有し、
　前記設定手段は、前記受信手段により、前記第１のアクセサリの制御ソフトウェアの更
新が中断された状態であることを示す情報を受信した場合には、前記第２のアクセサリの
制御ソフトウェアの更新が中断された状態であるか否かに関わらず、前記第１のアクセサ
リを前記更新対象のアクセサリに設定することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、前記受信手段が、前記第１のアクセサリの制御ソフトウェアの更新が
中断された状態でなく、かつ、前記第２のアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断さ
れた状態であることを示す情報を受信した場合、前記第２のアクセサリを前記更新対象の
アクセサリに設定し、
　前記送信手段は、前記第２のアクセサリに適用するための更新データを第１のアクセサ
リを介して第２のアクセサリに送信する、
ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記受信手段が、前記第１のアクセサリと前記第２のアクセサリがともに制御ソフトウ
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ェアの更新が中断された状態であることを示す情報を受信した場合、前記設定手段は、前
記第１のアクセサリを前記更新対象のアクセサリに設定し、前記第１のアクセサリの制御
ソフトウェアの更新が完了したことが確認された後に前記第２のアクセサリを更新対象の
アクセサリに設定することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記受信手段は、前記第１のアクセサリが制御ソフトウェアの更新が中断された状態で
あることを示す情報を受信した場合、前記第２のアクセサリが制御ソフトウェアの更新が
中断された状態であるか否かを示す情報を受信しないことを特徴とする請求項１から請求
項３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　ユーザによる前記更新対象のアクセサリの選択を受け付ける受付手段をさらに有し、
　前記受信手段が、前記第１のアクセサリ及び前記第２のアクセサリが、制御ソフトウェ
アの更新が中断された状態でないことを示す情報を受信した場合、
　前記設定手段は、前記第１のアクセサリ及び前記第２のアクセサリのうち、前記ユーザ
により選択されたアクセサリを前記更新対象のアクセサリに設定する、
ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第１のアクセサリがレンズユニット、エクステンダ、フラッシュの少なくともいず
れかを含むことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記第１のアクセサリがズーム機構を有するレンズユニットであって、前記第２のアク
セサリが前記レンズユニットの外部から前記ズーム機構を機械的に駆動するアダプタであ
ることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　撮像装置に装着可能なアクセサリであって、
　前記アクセサリに装着されているサブアクセサリの情報を要求する指示を前記サブアク
セサリに送信し、前記情報を受信する第１の通信手段と、
　前記撮像装置からの情報を要求する指示に応じて、前記アクセサリおよび前記サブアク
セサリの情報を前記撮像装置に送信し、前記アクセサリおよび前記サブアクセサリのうち
、制御ソフトウェアの更新対象のアクセサリに適用するための更新データを前記撮像装置
から受信する第２の通信手段と、
　前記アクセサリの制御ソフトウェアを記憶する記憶手段と、
　制御手段であって、
　　前記アクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態である場合には、
　　前記アクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態であることを示す情報を
前記撮像装置に前記第２の通信手段を介して送信し、
　　前記撮像装置から前記第２の通信手段を介して更新データを受信し、
　　前記記憶手段に記憶されている制御ソフトウェアの更新を行い、
　　前記サブアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態であるか否かを示す
情報を、前記第１の通信手段を介して前記サブアクセサリから受信し、前記第２の通信手
段を介して前記撮像装置に送信する、制御手段と、
を有することを特徴とするアクセサリ。
【請求項９】
　前記第２の通信手段は、前記アクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態で
ある場合に、前記サブアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態であるか否
かを示す情報を送信しないことを特徴とする請求項８に記載のアクセサリ。
【請求項１０】
　前記アクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態である場合に、前記第１の
通信手段は、前記サブアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態であるか否
かを示す情報を受信しないことを特徴とする請求項９に記載のアクセサリ。



(3) JP 2017-146421 A5 2019.3.28

【請求項１１】
　前記制御手段は、
　前記アクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態でない場合、
　前記サブアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態であるか否かを示す情
報を、前記第１の通信手段を介して前記サブアクセサリから受信し、前記第２の通信手段
を介して前記撮像装置に送信し、
　更新データを、前記撮像装置から前記第２の通信手段を介して受信し、前記第１の通信
手段を介して前記サブアクセサリへ送信する、
ことを特徴とする請求項８から請求項１０のいずれか１項に記載のアクセサリ。
【請求項１２】
　前記制御手段は、
　前記アクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態でなく、かつ、前記サブア
クセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態である場合に、
　前記サブアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態であるか否かを示す情
報を、前記第１の通信手段を介して前記サブアクセサリから受信し、前記第２の通信手段
を介して前記撮像装置に送信し、
　更新データを、前記撮像装置から前記第２の通信手段を介して受信し、前記第１の通信
手段を介して前記サブアクセサリへ送信する、
ことを特徴とする請求項８から請求項１０のいずれか１項に記載のアクセサリ。
【請求項１３】
　撮像装置に装着可能なアクセサリであって、
　前記アクセサリに装着されているサブアクセサリの情報を受信する第１の受信手段と、
　前記アクセサリの制御ソフトウェアを記憶する記憶手段と、
　前記アクセサリおよび前記サブアクセサリから、制御ソフトウェアの更新対象のアクセ
サリを決定する決定手段と
　前記更新対象のアクセサリの情報を示す通知を前記撮像装置に送信する送信手段と、
　前記更新対象のアクセサリに適用するための更新データを前記撮像装置から受信する第
２の受信手段と、を有し、
　前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている前記制御ソフトウェアの更新が中断さ
れた状態である場合には、前記サブアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状
態であるか否かに関わらず、前記アクセサリを前記更新対象のアクセサリに決定する、こ
とを特徴とするアクセサリ。
【請求項１４】
　前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている前記制御ソフトウェアの更新が中断さ
れた状態でない場合に、前記サブアクセサリを前記更新対象のアクセサリに決定できるこ
とを特徴とする請求項１３に記載のアクセサリ。
【請求項１５】
　前記送信手段は、前記記憶手段に記憶されている前記制御ソフトウェアの更新が中断さ
れた状態である場合に、前記第１の受信手段による前記サブアクセサリの制御ソフトウェ
アの更新が中断された状態であるか否かの情報の受信を行わずに、前記アクセサリが前記
更新対象のアクセサリであることを示す通知を前記撮像装置に送信する請求項１３または
請求項１４に記載のアクセサリ。
【請求項１６】
　前記第１の受信手段は、前記記憶手段に記憶されている前記制御ソフトウェアの更新が
中断された状態でない場合に、前記サブアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断され
た状態であるか否かの情報を受信する請求項１５に記載のアクセサリ。
【請求項１７】
　前記送信手段は、前記記憶手段に記憶されている前記制御ソフトウェアの更新が中断さ
れた状態でなく、前記サブアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態である
場合に、前記サブアクセサリが前記更新対象のアクセサリであることを示す通知を前記撮
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像装置に送信することを特徴とする請求項１３から請求項１６のいずれか１項に記載のア
クセサリ。
【請求項１８】
　撮像装置と、前記撮像装置に装着される第１のアクセサリと、前記撮像装置に装着され
る第２のアクセサリとを有する撮像システムであって、
　前記第１のアクセサリは、
　前記第２のアクセサリの情報を受信する第１の受信手段と、
　前記第１のアクセサリおよび前記第２のアクセサリの情報を前記撮像装置に送信する第
１の送信手段と、
　前記第１のアクセサリおよび前記第２のアクセサリのうち、制御ソフトウェアの更新対
象のアクセサリに適用するための更新データを前記撮像装置から受信する第２の受信手段
と、を有し、
　前記撮像装置は、
　前記第１のアクセサリおよび前記第２のアクセサリの情報を前記第１のアクセサリから
受信する第３の受信手段と、
　前記更新対象のアクセサリに適用するための前記更新データを前記第１のアクセサリに
送信する第２の送信手段と、を有し、
　前記第１のアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態であることを示す情
報を前記第３の受信手段を介して受信した場合には、前記第２のアクセサリの制御ソフト
ウェアの更新が中断された状態であるか否かに関わらず、前記第１のアクセサリを前記更
新対象のアクセサリに設定する設定手段を有する撮像システム。
【請求項１９】
　第２のアクセサリが装着された第１のアクセサリが装着される撮像装置の制御方法であ
って、
　前記第１のアクセサリの情報に基づいて、制御ソフトウェアの更新対象のアクセサリを
設定する設定工程と、
　設定された前記更新対象のアクセサリに適用するための更新データを前記第１のアクセ
サリに送信する送信工程と、を有し、
　前記設定工程は、
　前記第１のアクセサリの情報が、前記第１のアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中
断された状態であることを示す情報である場合に、前記第２のアクセサリの制御ソフトウ
ェアの更新が中断された状態であるか否かに関わらず、前記第１のアクセサリを前記更新
対象のアクセサリに設定することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項２０】
　撮像装置に装着可能なアクセサリの制御方法であって、
　前記アクセサリに装着されているサブアクセサリの情報を受信する第１の受信工程と、
　前記アクセサリの情報を前記撮像装置に送信する送信工程と、
　前記アクセサリおよび前記サブアクセサリのうち、制御ソフトウェアの更新対象のアク
セサリに適用するための更新データを前記撮像装置から受信する第２の受信工程と、を有
し、
　前記送信工程により前記アクセサリの制御ソフトウェアの更新が中断された状態である
ことを示す情報を送信した場合には、前記サブアクセサリの制御ソフトウェアの更新が中
断された状態であるか否かに関わらず、前記アクセサリが前記更新対象のアクセサリに決
定されることを特徴とするアクセサリの制御方法。
【請求項２１】
　撮像装置のコンピュータを、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の撮像装置の
各手段として機能させるためのプログラム。
【請求項２２】
　撮像装置に装着可能なアクセサリのコンピュータを、請求項８から請求項１７のいずれ
か１項に記載のアクセサリの各手段として機能させるためのプログラム。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上述の目的は、装着されている第１のアクセサリの情報と、第１のアクセサリに装着さ
れている第２のアクセサリの情報とを、第１のアクセサリから受信する受信手段と、受信
手段が受信した情報に基づいて、第１のアクセサリと第２のアクセサリとから、制御ソフ
トウェアの更新対象のアクセサリを設定する設定手段と、設定手段により設定された更新
対象のアクセサリに適用するための更新データを第１のアクセサリに送信する送信手段と
、を有し、設定手段は、受信手段により、第１のアクセサリの制御ソフトウェアの更新が
中断された状態であることを示す情報を受信した場合には、第２のアクセサリの制御ソフ
トウェアの更新が中断された状態であるか否かに関わらず、第１のアクセサリを更新対象
のアクセサリに設定することを特徴とする撮像装置によって達成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　マウントＩＦ１２４は、カメラ１０１（カメラ制御部１１２）とレンズ１０２（レンズ
制御部１１９）との間の双方向通信インタフェースである。カメラ制御部１１２からマウ
ントＩＦ１２４を通じてレンズ制御部１１９へ命令や要求を送信することにより、レンズ
１０２の固有情報や状態情報を取得したり、絞り１０４ｂやフォーカスレンズ１０４ｃを
制御したりすることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　Ｓ２０６でカメラ制御部１１２は、表示制御部１２０を通じて表示部１１８に、例えば
図６（ｂ）に示すような、ファームウェア更新対象の選択画面７００を表示する。カメラ
制御部１１２は、カメラ１０１と、装着中のアクセサリ（レンズ１０２および、アクセサ
リ情報６００の装着状態が、「装着」であるサブアクセサリ）とを選択肢として含んだ選
択画面７００を表示する。なお、選択画面７００に含まれるアクセサリは、動作状態が正
常のアクセサリである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　Ｓ３０３でレンズ制御部１１９は、装着されているサブアクセサリ（ここではズームア
ダプタ１０３）の動作状態を示す情報を取得する。レンズ制御部１１９は、例えばアダプ
タＩＦ１２５を介して、アダプタ制御部１２１に、動作状態の取得要求を送信することに
よって、アダプタ制御部１２１からズームアダプタ１０３の動作状態を示す情報を取得す
る。なお、サブアクセサリが複数装着されている場合、レンズ制御部１１９は個々のサブ
アクセサリについて動作状態を取得する。
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　Ｓ３３７でアダプタ制御部１２１は、メモリ部１２７に記憶された、ファームウェアの
更新処理の状態を表すデータ（更新状態データ）を「未完了」を示す値にして、処理をＳ
３３８に進める。
　Ｓ３３８でアダプタ制御部１２１は、メモリ部１２７に記憶されているファームウェア
データを、受信したファームウェアデータによって更新し、処理をＳ３３９に進める。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　Ｓ５０３でレンズ制御部１１９は、装着されているサブアクセサリの動作状態を取得す
る。レンズ制御部１１９は、例えばアダプタＩＦ１２５を介して、アダプタ制御部１２１
に、動作状態の取得要求を送信することによって、アダプタ制御部１２１からズームアダ
プタ１０３の動作状態を取得する。なお、サブアクセサリが複数装着されている場合、レ
ンズ制御部１１９は個々のサブアクセサリについて動作状態を取得する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　Ｓ５０５でレンズ制御部１１９は、マウントＩＦ１２４を介して、カメラ制御部１１２
がＳ４０５で送信したアクセサリ情報の取得要求を受信する。アクセサリ情報の取得要求
を受信したら、Ｓ５０６に処理を進める。
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図３】
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